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7/7に生命保険の被保険者が死亡した後に
遺族が年金形式で受け取る保険金の権利に
ついて、相続税を課税した後に、毎年、年金
を受け取るたびに所得税も課していたことに
ついて、最高裁で「所得税の課税対象とはな
らない」との判決が下されました。

過去５年分の所得税は減額更正する形で
対処するとの財務相の陳述がありますが、ま
だ正式発表されたものではありません。

今後、詳細がわかり次第、紙面他でご連絡
いたします。
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●中小企業白書について①

弊社のお客様はすべて中小企業です。
弊社の経営理念では、「中小企業経営者のブレーン」と
なること、「中小企業の発展に貢献する」こと、と明文化し
ております。その中小企業の現況・市場について統計から
調査分析しているのが、中小企業白書です。
中小企業白書は、中小企業基本法に基づく年次報告書
であり、約3万部と発行部数が最も多い法定白書です。中
小企業庁がとりまとめて報告し、毎年４月に閣議決定され
て発表となります。内容はかなり濃く、興味深い統計グラフ
や企業事例、中小企業向けの国の施策が載っています。
ちなみに手元にある２００９年度版を見てみますとＡ４サイ
ズ、全ページカラー、４０５ページ、定価２，１９０円（別）で
す。高いし、重いし、かさばりますが、その価値はあるので
はないでしょうか。すべてカラーの上、グラフや図も多く、
小見出しなども理解しやすくつくられています。様々な統計
データから、業績の良い会社の特徴や問題のある会社の
特徴が載っており、経営改善へのヒント・提言も書かれて
います。
白書の全ての内容がみなさんの会社に関係のあること

ではないとは思いますが、これからの経営に役立つヒント
があるのではないでしょうか。ちなみに２００９年度版まで
は弊社にございますので、ご覧になりたい方はお越し下さ
い。（Ｗｅｂでも見れます）

２０１０年度版白書の概要と要点については、
来月の事務所通信に掲載します。（柳沢）

●消費税の節税（個人事業者編）

消費税法では新しく事業を始めた場合、1期目と
2期目は消費税の納税義務がありません。納税義務
の判定が2期前の売上で判定されるので、事業開始
2期までは2期前の売上が存在しないためです。
これは法人でも個人事業者でもほぼ同じです。
（法人の場合、基準期間の考え方が個人と異なる他、
基準期間のない課税期間で年度開始日の資本金額
が1,000万以上の場合、その他一定の要件により課
税事業者となる場合があります）

さて個人事業として商売をされていた方が亡くな
られて、その子供が相続により事業を継がれた場合
はどうなるのでしょうか。
この場合は相続をした子供が亡くなられた方の

納税義務を引き継ぎます。子供がたとえ免税事業者
であったとしても、親が消費税の納税義務者であれ
ば、相続のあった日から子供も納税義務者となりま
す。

上記に対し、今まで事業をしていなかった子供が
親から亡くなられる前に事業を譲渡された場合は新
しく事業を始めたことになります。その為、一定の場
合を除き、2期目までは納税義務がありません。
引継ぎ方により消費税の納税の有無が変わる
というのも変な話ですね。 （山﨑）


